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6.募集株式の発行(2)：引受けと出資の履行、金商法 

6-1.引受けと出資の履行 

 

(1)株主割当て（会社 202ⅠⅡ。5-2(2)①） 

 

既存株主に持株比率に応じて割り当て 

 

 

 

 

 

 

 

  

       株主 

（申し込めば）↓ 

      引受人 

 

会社 

ⓐ通知 

ⓑ申込み 

ⓒ出資の履行 

ⓐ株主に通知 

ⓑ株主からの申込み 

（会社 203ⅡⅢ） 

ⓒ引受人が出資を履行 

（会社 208Ⅰ） 

ⓓ効力発生 

（会社 209Ⅰ） 

5-3～5-5で説明 

 

 

 

 

募集事項等の通知（会社 202Ⅳ） 

引受けの申込みをしようとする者への通知（会社 203Ⅰ） 

→1つの通知として行うことも可能 

 

 

申込期日（会社 202Ⅰ②）までに申し込まない株主 

→失権（会社 204Ⅳ） 

申し込んだ株主＝割当てを受ける（会社 202Ⅰ①Ⅱ） 

＝引受人（会社 206①） 

 

＊ⓑで申込証拠金を添えて申込み→ⓒの払込みに充当 

 

払込期日または期間（会社 199Ⅰ④）に全額払込み 

＝出資の履行 

→これをしないときは失権（会社 208Ⅴ） 

 

 

 

払込期日または（払込期間を定めた場合は）出資の履行日 

募集事項等の決定 

（会社 199ⅠⅤ・202） 
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(2)それ以外 

 

(a)総数引受契約（会社 205Ⅰ）を締結する場合 

 

 

 

例：第三者割当て（5-2(2)②）、買取引受け（5-2(2)③） 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

     総数引受者 

       ‖ 

      引受人 

 

会社 

ⓑ総数引受契約 

ⓐ募集事項の公示 

ⓒ出資の履行 

ⓐ募集事項の公示 

ⓒ引受人が出資を履行 

（会社 208Ⅰ） 

ⓓ効力発生 

（会社 209Ⅰ） 

5-3～5-5で説明 

 

 

 

 

公開会社で取締役会により募集事項決定 

→株主に通知または公告（会社 201ⅢⅣ） 

 金商法開示で代替される場合（会社 201Ⅴ、会社則 40） 

 

（株主総会の特別決議で募集事項を決定する場合は、それに

よって株主に伝えられる） 

 

 

総数引受者＝引受人（会社 206②） 

 

 

 

払込期日または期間（会社 199Ⅰ④）に全額払込み 

＝出資の履行 

→これをしないときは失権（会社 208Ⅴ） 

 

 

 

払込期日または（払込期間を定めた場合は）出資の履行日 

ⓑ総数引受契約 

（会社 205） 

募集事項の決定 
（会社 199～201） 
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(b)総数引受契約を締結しない場合 

 

 

 

 

 

 

  

          申込者 

 

（ⓓ割当てを受ければ）↓ 

          引受人 

 

会社 

ⓑ通知 

ⓒ申込み 

ⓔ出資の履行 

ⓐ募集事項の公示 

ⓓ割当て 

ⓑ申込みをしようとする
者に通知（会社 203Ⅰ） 

ⓓ割当て 

（会社 204Ⅰ） 

5-3～5-5で説明 

 

 

 

 

公開会社で取締役会により募集事項決定 

→株主に通知または公告（会社 201ⅢⅣ） 

 金商法開示で代替される場合（会社 201Ⅳ、会社則 40） 

 

（株主総会の特別決議で募集事項を決定する場合は、それに

よって株主に伝えられる） 

 

 

目論見書で代替される場合（会社 203Ⅳ、会社則 42） 

 

 

 

 

＊ⓒで申込証拠金を添えて申込み→ⓔの払込みに充当 

 

 

 

割当自由の原則 

割当ての決定権限（会社 204Ⅱ） 

割当数の通知（会社 204Ⅲ） 

割当てを受けた者＝引受人（会社 206①） 

 

 

払込期日または期間（会社 199Ⅰ④）に全額払込み 

＝出資の履行 

→これをしないときは失権（会社 208Ⅴ） 

 

 

 

払込期日または（払込期間を定めた場合は）出資の履行日 

ⓐ募集事項の公示 

ⓒ申込み 

（会社 203ⅡⅢ） 

ⓕ効力発生 

（会社 209Ⅰ） 

ⓔ引受人が出資を履行 

（会社 208Ⅰ） 

募集事項の決定 
（会社 199～201） 
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6-2.引受け・出資の履行に関する問題 

 

(1)引受けの無効または取消しの制限（会社 211） 

 

 

 

 

(2)他人名義による引受け［テキスト Column6-3］ 

 

事例 6-a 他人名義による引受け 

C会社は募集株式の発行をした。B は、A の承諾を得て、Aの名義で募集株式の申込みをして

割当てを受けた。 

 

最判昭 42・11・17民集 21-9-2448 

 

 

 

(3)権利株の譲渡（会社 208Ⅳ） 

 

 

 

(4)出資の履行の確保 

 

 

 

 

  

会社 引受人 

引受人 

(b) 現物出資（会社 199Ⅰ③） 

 

検査役調査（会社 207Ⅰ～Ⅷ） 

 不要な場合（会社 207ⅨⅩ） 

出資された財産等の価額が不足 

→引受人・取締役等の義務 

 （会社 212Ⅰ②Ⅱ・213） 

出資履行債務 

債務 

(a) 引受人からする相殺禁止 

（会社 208Ⅲ） 

引受人 
(c) 仮装の払込み 

 

引受人・取締役等の義務（会社 213 の 2・213の 3） 

権利行使不可（会社 209ⅡⅢ） 
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(5)債務の株式化（デット・エクイティ・スワップ）［テキスト Column6-4］ 

 

 

 

 

 

 

(6)取締役の報酬等として株式を付与する場合（会社 202の 2：令和元年改正） 

 

 

 

 

6-3.金融商品取引法 

 

事例 6-b 会社法・金商法と証券の発行・流通 

ⓐA会社（非公開会社）は、500万円を調達するために、株主 P に対して第三者割当てによっ

て株式を発行した。ⓑその 5 年後、P は金が必要になったため、その株式を Q に売ることに

した。ⓒB 会社（上場会社）は、500 億円を調達するために、公募によって株式を発行した。

B 会社はこのために C 証券会社に買取引受けを委託した。このようにして発行される株式の

一部を、投資者 R が購入した。ⓓその 5 年後、R は金が必要になったため、その株式を市場

で売ることにした。Rは D 証券会社に売り注文を出した。 

 

(1)会社法と証券の発行・流通 

 

 

 

  

会社 債権者＝引受人 

・現物出資で行う場合 

 債権の弁済期到来＋名目額以下で評価 

 →検査役調査不要（会社 207Ⅸ⑤） 

 

・払込資金で返済する場合 

会社に対する債権 

会社 株主 他の者 

譲渡 発行 

発行のルール（→5～7） 譲渡・権利行使のルール（→3・4） 

計算書類の開示等（会社法Ⅲ） 
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(2)金融商品取引法（金商法）と証券の発行・流通 

 

 

 

 

金融商品取引法（金商法）→投資者の保護――その意味は？ 

 

自己責任 ⇔ その前提（情報の提供、公正な市場運営） 

 

 

 

 

金商法開示 

 

 

 

会社 投資者 
譲渡（流通市場） 発行（発行市場） 

①金商法開示 

投資者 

証券会社 

（金融商品取引業者） 

引受け 

証券会社 

（金融商品取引業者） 

取次ぎ 

取引所 

（金融商品取引所） 

②金融商品取引業者の規制 

③金融商品取引所の規制 

会社 

（発行者） 
投資家 投資家

ここでの価格が適正に形成されるため： 

 発行開示 

 有価証券届出書（金商 4） 

 目論見書（金商 13） 

ここでの価格が適正に形成されるため： 

 継続開示 

 有価証券報告書（金商 24） 

 四半期報告書（金商 24 の 4の 7）or 

 半期報告書（金商 24 の 5Ⅰ） 

 臨時報告書（金商 24 の 5Ⅳ） 

 タイムリー・ディスクロージャー 

 （上場規則） 

証券発行 証券流通 


